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次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

平 成 17年 10月 6日  

          支 出 負 担 行 為 担 当 官  

             国 土 交 通 省 航 空 局 長  岩 崎  貞 二  

◎ 調 達 機 関 番 号  02 0   ◎ 所 在 地 番 号   1 3  

〇 第 0289号  

１  事 業 概 要  

( 1 )  品 目 分 類 番 号  １ ５ 、 ２ ７ 、 ４ １ 、 ４ ２ 、 ７ １ 、 ７ ５  

( 2 )  事 業 名  航 空 保 安 大 学 校 本 校 移 転 整 備 等 事 業  

( 3 )  事 業 場 所  大 阪 府 泉 佐 野 市 り ん く う 往 来 南 3丁 目 11番 地  

( 4 )  事 業 内 容  入 札 参 加 者 は 開 札 の 結 果 落 札 者 と さ れ た 場

合 は 特 別 目 的 会 社 （ 以 下 「 PF I事 業 者 」 と い う 。 ） を 設 立

し 、 PFI事 業 手 法（ BTO方 式 ）に よ り 、航 空 保 安 大 学 校 本 校

等（ 以 下「 本 件 施 設 」と い う 。）の 設 計 、監 理 、建 設 、維

持 管 理 ・ 運 営 業 務 を 行 う 。  

 ( 5 )  事 業 期 間  事 業 契 約 締 結 の 日 の 翌 日 か ら 平 成 35年 3月 31

日 ま で 。  

( 6 )  業 務 内 容  

①  設 計 業 務  

・ 建 築 物 等 の 設 計 （ 調 査 を 含 む 。 ）  



②  工 事 監 理 業 務  

・ 建 築 物 等 の 工 事 監 理  

③  建 設 業 務  

・建 築 物 等 の 建 設（ 近 隣 対 応・対 策 、電 波 障 害 調 査・対 策 、

各 種 申 請 等 、 関 連 業 務 を 含 む 。 ）  

④  解 体 業 務  

・現 行 の 大 学 校 施 設（ 建 物 及 び 移 設 対 象 外 の 訓 練 機 器 ）の

解 体 ・ 発 生 廃 棄 物 処 分 ・ 整 地 （ 近 隣 対 応 ・ 対 策 、 各 種 申

請 等 、 関 連 業 務 を 含 む 。 ）  

⑤  訓 練 機 器 関 連 業 務  

・次 に 掲 げ る 訓 練 機 器 の 設 計 、製 造 、設 置 、調 整 、操 作 訓

練  

（ ア ） 訓 練 用 飛 行 場 管 制 シ ス テ ム  1式  

（ イ ） 訓 練 用 タ ー ミ ナ ル 管 制 シ ス テ ム  １ 式  

（ ウ ） 基 幹 空 域 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム  １ 式  

（ エ ） 基 幹 音 声 回 線 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム  １ 式  

（ オ ） 訓 練 用 運 航 情 報 シ ス テ ム   １ 式  

（ カ ） 訓 練 用 航 法 援 助 シ ス テ ム  １ 式  

（ キ ） 訓 練 用 ASR/ S S Rシ ス テ ム  １ 式  

（ ク ） 訓 練 用 通 信 シ ス テ ム  １ 式  

（ ケ ） 訓 練 用 航 空 灯 火 ・ 電 気 シ ス テ ム  １ 式  

⑥  維 持 管 理 業 務  



・ 建 築 物 等 の 点 検 保 守  

・ 建 築 設 備 の 運 転 監 視 及 び 点 検 保 守  

・ 建 築 物 等 の 修 繕  

・ 建 築 物 等 の 清 掃  

・ 建 築 物 等 の 保 安 警 備  

・ 訓 練 機 器 の 点 検 保 守 等 （ 修 理 及 び 更 新 は 含 ま な い 。 ）  

⑦  運 営 業 務  

・ 学 生 寮 の 管 理  

・ 食 堂 の 運 営  

・ そ の 他  学 生 生 活 が 円 滑 に 行 わ れ る 業 務 （ 提 案 事 項 ）  

２  競 争 参 加 資 格  

( 1 )  応 募 者 の 構 成 に 関 す る 要 件  

応 募 者 の 構 成 に 関 す る 要 件 は 、 以 下 の 通 り と す る 。  

①  応 募 者 は 、 本 事 業 へ の 参 加 を 希 望 す る 複 数 の 法 人 に よ

っ て 構 成 さ れ る グ ル ー プ（ 以 下「 応 募 グ ル ー プ 」と い う 。）

で あ る こ と 。  

②  応 募 グ ル ー プ は 、 構 成 員 及 び 協 力 会 社 か ら 構 成 さ れ る

も の と す る こ と 。 構 成 員 及 び 協 力 会 社 の 定 義 は 、 以 下 に

示 す 通 り で あ る 。 （ な お 、 本 事 業 を 実 施 す る た め に 落 札

者 と し て 選 定 さ れ た 応 募 グ ル ー プ の 構 成 員 が 、 商 法 （ 明

治 32年 法 律 第 48号 ） に 定 め る 株 式 会 社 と し て 契 約 締 結 時

ま で に 設 立 す る 特 別 目 的 会 社 （ Sp e c i a l  P u r p o s e  C o m p a n



y） を 以 下 「 SPC」 と い う 。 ）  

・ 構 成 員 A  S P Cに 出 資 し 、 か つ SP Cか ら 「 1( 6 )」 に 掲 げ る

業 務 を 受 託 又 は 請 け 負 う 者  

・ 構 成 員 B  S P Cに 出 資 し 、 か つ SP Cか ら 「 1( 6 )」 に 掲 げ る

以 外 の 業 務 を 受 託 又 は 請 け 負 う 者  

・ 構 成 員 C  S P Cに 出 資 す る が 、 SP Cか ら 特 に 業 務 を 受 託 又

は 請 負 わ な い 者  

・ 協 力 会 社 A  S P Cに 出 資 せ ず に 、 SPCか ら 「 1(6 )」 に 掲

げ る 業 務 を 受 託 又 は 請 け 負 う 者  

・ 協 力 会 社 B  S P Cに 出 資 せ ず に 、 SPCか ら 「 1(6 )」 に 掲

げ る 以 外 の 業 務 を 受 託 又 は 請 け 負 う 者  

③  応 募 者 は 、 応 募 に あ た り 、 構 成 員 の 中 か ら 一 者 を 代 表

企 業 と し て 定 め 、 当 該 代 表 企 業 が 応 募 手 続 き を 代 表 者 と

し て 行 う こ と 。  

④  「 1(6 )」 に 揚 げ る 業 務 を 担 当 す る 者 は 、 必 ず 応 募 グ ル

ー プ の 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の い ず れ か と な る こ と 。 た だ

し 、 「 1( 6 )⑤ 」 を 担 当 す る 者 の み に つ い て は 、 応 募 グ ル

ー プ の 構 成 員 と な る こ と は で き な い 。  

⑤  応 募 グ ル ー プ の 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の う ち 一 者 が 、「 1

(6 )」に 揚 げ る 複 数 の 業 務 を 兼 ね て 実 施 す る こ と は 妨 げ な

い も の と し 、 ま た 、 各 業 務 は 、 業 務 範 囲 を 明 確 に し た 上

で 応 募 グ ル ー プ の 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の 間 で 分 担 す る こ



と は 差 し 支 え な い も の と す る 。 た だ し 、 同 一 の 者 又 は 資

本 面 若 し く は 人 事 面 に お い て 関 連 の あ る も の が 、「 1(6 )」

の ② と ③ の 業 務 を 実 施 す る こ と は で き な い も の と す る 。

な お 、 「 資 本 面 に お い て 関 連 が あ る 者 」 と は 、 当 該 企 業

の 発 行 済 株 式 総 数 の 100分 の 50を 超 え る 株 式 を 有 し 、又 は

そ の 出 資 の 総 額 の 1 0 0分 の 5 0を 超 え る 出 資 を し て い る 者

を い い 、 「 人 事 面 に お い て 関 連 の あ る 者 」 と は 、 当 該 法

人 と 代 表 権 を 有 す る 役 員 を 兼 ね て い る 法 人 を い う 。 （ 以

下 同 じ 。 ）  

⑥  応 募 グ ル ー プ の 構 成 に あ た っ て 、 構 成 員 B、 構 成 員 C、

及 び 協 力 会 社 Bを 含 め る こ と は 、 必 須 で は な い 。  

⑦  一 応 募 グ ル ー プ の 構 成 員 又 は 協 力 会 社 の い ず れ か が 、

他 の 応 募 グ ル ー プ の 構 成 員 又 は 協 力 会 社 に な る こ と は で

き な い 。 た だ し 、 「 1( 6 )⑤ 」 に 掲 げ た 訓 練 機 器 の 設 計 、

製 造 を 担 当 す る 者 及 び 本 説 明 書「 ２ ．（ ５ ）５ 」（ カ ）」

に 掲 げ た 訓 練 機 器 の 保 守 点 検 を 担 当 す る 者 の み に つ い て

は 、複 数 の 応 募 グ ル ー プ の 協 力 会 社 と な る こ と が で き る 。 

⑧  各 構 成 員 及 び 各 協 力 会 社 は 、 本 事 業 に お い て 担 当 す る

業 務 又 は 本 事 業 で の 役 割 を 入 札 参 加 表 明 書 に お い て 明 ら

か に す る こ と 。  

( 2 )  応 募 者 の 参 加 資 格 要 件  

1 )  共 通 要 件  



構 成 員 又 は 協 力 会 社 は 、 い ず れ も 以 下 の 要 件 を 満 た す

こ と 。 （ 参 加 資 格 要 件 の 確 認 は 、 入 札 参 加 表 明 書 の 提 出

期 限 の 日 を 持 っ て 行 う も の と す る 。 ）  

①  予 算 決 算 及 び 会 計 令（ 昭 和 22年 勅 令 第 165号 ）第 70条 及

び 第 71条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

②  本 事 業 に お け る 業 務 に 応 じ た 競 争 参 加 資 格（「 2(2) 2）」

に 示 す 。 ） の 認 定 を 受 け て い る こ と 。 （ 会 社 更 生 法 （ 平

成 14年 法 律 第 154号 ）に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な

さ れ て い る 者 又 は 民 事 再 生 法（ 平 成 11年 法 律 第 225号 ）に

基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て い る 者 に つ い て

は 、 手 続 開 始 の 決 定 後 に 航 空 局 長 が 別 に 定 め る 手 続 き に

基 づ く 競 争 参 加 資 格 の 再 認 定 を 受 け て い る こ と 。 ）  

③  会 社 更 生 法 に 基 づ き 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て が な さ れ て

い る 者 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ き 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て が

な さ れ て い る 者 （ 上 記 ② の 再 認 定 を 受 け た 者 を 除 く 。 ）

で な い こ と 。  

④  入 札 参 加 表 明 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 開 札 ま で の 期 間 に 、

航 空 局 長 か ら 「 航 空 局 所 掌 の 工 事 請 負 契 約 に 係 る 指 名 停

止 等 の 措 置 要 領 」(昭 和 59年 6月 28日 付 け 、空 経 第 386号 ) 

に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い な い こ と 。 た だ し 、 指 名 停

止 措 置 要 領 別 表 第 １ の 措 置 基 準 に 該 当 す る 指 名 停 止 措 置

で あ り 、 指 名 停 止 期 間 が ２ 週 間 以 下 の も の で あ り 、 か つ



法 令 違 反 を 根 拠 と す る も の で な い 場 合 は こ の 限 り で な い 。 

⑤  本 事 業 の ア ド バ イ ザ リ ー 業 務 に 関 与 し て い る 者 又 は こ

れ ら の 者 と 資 本 面 若 し く は 人 事 面 に お い て 関 連 が あ る 者

で な い こ と 。 本 事 業 の ア ド バ イ ザ リ ー 業 務 に 関 与 し て い

る 者 は 以 下 の 通 り で あ る 。  

・  財 団 法 人 航 空 保 安 研 究 セ ン タ ー  

・  株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所  

・  株 式 会 社 日 建 設 計  

・  株 式 会 社 ネ ッ ト ア ル フ ァ  

・  あ さ ひ ・ 狛 法 律 事 務 所  

2 )  個 別 要 件  

構 成 員 又 は 協 力 会 社 の う ち 、 「 1( 6 )」 に 掲 げ る 業 務 を

担 当 す る 者 は 、 業 務 内 容 に 応 じ て 以 下 の 要 件 を 満 た す こ

と 。 （ 参 加 資 格 要 件 の 確 認 は 、 入 札 参 加 表 明 書 の 提 出 期

限 の 日 を 持 っ て 行 う も の と す る 。 ）  

①  設 計 業 務 を 担 当 す る 者（ 以 下「 設 計 者 」と い う 。）は

次 の 要 件 を 満 た す こ と 。  

(ア )  国 土 交 通 省 航 空 局 に お け る「 測 量 及 び 建 設 コ ン サ ル

タ ン ト 等 の う ち 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 」 に 係 る 平 成 17・

18年 度 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る こ と 。  

(イ )  建 築 士 法 （ 昭 和 25年 法 律 第 20 2号 ） 第 23条 に 基 づ く

一 級 建 築 士 事 務 所 の 登 録 を 行 っ て い る こ と 。  



(ウ )  平 成 ７ 年 度 以 降 に 、次 の 全 て に 該 当 す る 建 築 物 の 設

計 実 績 又 は 国 が こ れ と 同 等 と 認 め る 設 計 実 績 を 有 す

る こ と 。  

建 築 用 途：学 校 、庁 舎 又 は 事 務 所 の 用 途 に 供 す る も の

で あ る こ と 。  

建 物 規 模 ： 延 べ 面 積 10,0 0 0㎡ 以 上 で あ る こ と 。  

(エ )  設 計 業 務 を 複 数 の 者 が 分 担 し て 行 う 場 合 に あ っ て

は 、 い ず れ の 者 も 上 記 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

(オ )  設 計 者 の う ち 一 者 は 、次 に 揚 げ る 基 準 を 満 た す 照 査

技 術 者 を １ 名 配 置 で き る こ と 。建 築 士 法 第 ２ 条 第 ２ 項

に 基 づ く 一 級 建 築 士 の 資 格 を 有 す る 者 、あ る い は こ れ

と 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 者 。  

②  工 事 監 理 業 務 を 担 当 す る 者（ 以 下「 工 事 監 理 者 」と い

う 。 ） は 次 の 要 件 を 満 た す こ と 。  

(ア )  国 土 交 通 省 航 空 局 に お け る「 測 量 及 び 建 設 コ ン サ ル

タ ン ト 等 の う ち 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 」 に 係 る 平 成 17・

18年 度 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 を 受 け て い る こ と 。  

(イ )  建 築 士 法 第 2 3条 に 基 づ く 一 級 建 築 士 事 務 所 の 登 録

を 行 っ て い る こ と 。  

(ウ )  平 成 ７ 年 度 以 降 に 、次 の 全 て に 該 当 す る 建 築 物 の 工

事 監 督 実 績 又 は 国 が こ れ と 同 等 と 認 め る 設 計 実 績 を

有 す る こ と 。  



建 築 用 途：学 校 、庁 舎 又 は 事 務 所 の 用 途 に  供 す る も

の で あ る こ と 。  

建 物 規 模 ： 延 べ 面 積 10,0 0 0㎡ 以 上 で あ る こ  と 。  

(エ )  工 事 監 理 業 務 を 複 数 の 者 が 分 担 し て 行 う 場 合 に あ

っ て は 、 い ず れ の 者 も 上 記 要 件 を 満 た し て い る こ と 。 

(オ )  工 事 管 理 者 の う ち 一 者 は 、次 に 揚 げ る 基 準 を 満 た す

技 術 者 を １ 名 配 置 で き る こ と 。建 築 士 法 第 ２ 条 第 ２ 項

に 基 づ く 一 級 建 築 士 の 資 格 を 有 す る 者 、あ る い は こ れ

と 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 者 。  

③  建 設 業 務 を 担 当 す る 者（ 以 下「 建 設 者 」と い う 。）は

次 の 要 件 を 満 た す こ と 。  

(ア )  航 空 局 に お け る「 建 築 工 事 業 」、「 管 工 事 業 」、「 電

気 工 事 業 」に 係 る 平 成 17・ 18年 度 一 般 競 争 参 加 資 格 の

認 定 を 受 け て い る こ と 。  

(イ )  各 工 事 種 別 に お い て 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 の 際

に 客 観 的 事 項（ 共 通 事 項 ）に つ い て 算 定 し た 点 数（ 経

営 事 項 評 価 点 数 ） が 、 建 築 工 事 業 に つ い て は 1, 2 0 0点

以 上 、 管 工 事 業 に つ い て は 1, 1 0 0点 以 上 、 電 気 工 事 業

に つ い て は 1,10 0点 以 上 で あ る こ と 。  

(ウ )  建 設 業 務 を 複 数 の 者 が 分 担 し て 行 う 場 合 に あ っ て

は 、各 々 の 工 事 種 別 を 担 当 す る 者 が 上 記 い ず れ か 一 つ

以 上 の 点 数 を 満 た し 、か つ 、応 募 者 と し て 上 記 全 て の



点 数 を 満 た し て い る こ と 。  

(エ )  建 設 者 は 、平 成 ７ 年 度 以 降 に 、担 当 す る 工 事 種 別 に

つ い て 、次 の 全 て に 該 当 す る 建 築 物 の 工 事 実 績 又 は 国

が こ れ と 同 等 と 認 め る 工 事 実 績 を 有 す る こ と 。  

建 築 用 途 ： 学 校 、 庁 舎 又 は 事 務 所 の 用 途 に  供 す る も

の で あ る こ と 。  

建 物 規 模 ： 延 べ 面 積 10,0 0 0㎡ 以 上 で あ る こ  と 。  

(オ )  各 工 事 を 複 数 の 者 が 共 同 し て 実 施 す る こ と は 差 し

支 え な い 。た だ し こ の 場 合 に お い て 、共 同 し て 実 施 す

る す べ て の 者 が 上 記 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

(カ )  建 設 者 の う ち 、建 築 工 事 業 を 担 当 す る 者 は 、次 に 掲

げ る 基 準 を 満 た す 技 術 者 を １ 名 配 置 で き る こ と 。  

建 設 業 法 施 行 規 則 別（ 二 ）に 掲 げ る 一 級 建 築 施 工 管

理 技 士 の 資 格 を 有 す る 者 、あ る い は こ れ と 同 等 の 能 力

と 経 験 を 有 す る 者 。  

(キ )  建 設 者 の う ち 、管 工 事 業 を 担 当 す る 者 は 、次 に 掲 げ

る 基 準 を 満 た す 技 術 者 を １ 名 配 置 で き る こ と 。  

建 設 業 法 施 行 規 則 別（ 二 ）に 掲 げ る 一 級 管 工 事 施 工

管 理 技 士 の 資 格 を 有 す る 者 、あ る い は こ れ と 同 等 の 能

力 と 経 験 を 有 す る 者 。  

(ク )  建 設 者 の う ち 、電 気 工 事 業 を 担 当 す る 者 は 、次 に 掲

げ る 基 準 を 満 た す 技 術 者 を １ 名 配 置 で き る こ と 。  



建 設 業 法 施 行 規 則 別（ 二 ）に 掲 げ る 一 級 電 気 工 事 施

工 管 理 技 士 の 資 格 を 有 す る 者 、あ る い は こ れ と 同 等 の

能 力 と 経 験 を 有 す る 者 。  

④   練 機 器 関 連 業 務 を 担 当 す る 者 は 次 の 要 件 を 満 た す こ

と 。  

(ア )  訓 練 機 器 の 設 計 、 製 造 を 担 当 す る 者 は 、 平 成 16・ 1

7・ 1 8年 度 一 般 競 争 （ 指 名 競 争 ） 参 加 資 格 （ 全 省 庁 統

一 資 格 ） 審 査 に お い て 資 格 の 種 類 が 「 物 品 の 製 造 」 、

競 争 参 加 地 域 が「 関 東 甲 信 越 」、等 級 が「 A」又 は「 B」

に 格 付 け さ れ て い る こ と 。  

(イ )  上 記（ ア ）を 複 数 の 者 が 分 担 し て 行 う 場 合 に あ っ て

は 、 い ず れ の 者 も 上 記 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

(ウ )  訓 練 機 器 の う ち 、訓 練 用 飛 行 場 管 制 シ ス テ ム 、訓 練

用 タ ー ミ ナ ル 管 制 シ ス テ ム 、基 幹 空 域 シ ミ ュ レ ー シ ョ

ン シ ス テ ム 、基 幹 音 声 回 線 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム 、

訓 練 用 運 行 情 報 シ ス テ ム 、 訓 練 用 航 法 援 助 シ ス テ ム 、

訓 練 用 AS R / S S Rシ ス テ ム 又 は 訓 練 用 通 信 シ ス テ ム の 設

置 を 担 当 す る も の は 、平 成 17・ 18年 度 一 般 競 争（ 指 名

競 争 ）参 加 資 格（ 全 省 庁 統 一 資 格 ）審 査 に お い て 資 格

の 種 類 が「 電 気 通 信 工 事 業 」、競 争 参 加 地 域 が「 関 東

甲 信 越 」、等 級 が「 A」又 は「 B」に 格 付 け さ れ て い る

こ と 。な お 、前 ③ 項 の 建 設 業 務 を 担 当 す る も の が 、当



該 設 置 を 担 当 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。  

(エ )  訓 練 機 器 の う ち 、訓 練 用 航 空 灯 火・電 気 シ ス テ ム の

設 置 を 担 当 す る も の は 、平 成 17・ 18年 度 一 般 競 争（ 指

名 競 争 ）参 加 資 格（ 全 省 庁 統 一 資 格 ）審 査 に お い て 資

格 の 種 類 が「 電 気 工 事 業 」、競 争 参 加 地 域 が「 関 東 甲

信 越 」、等 級 が「 A」又 は「 B」に 格 付 け さ れ て い る こ

と 。な お 、前 ③ 項 の 建 設 業 務 を 担 当 す る も の が 、当 該

設 置 を 担 当 す る こ と を 妨 げ る も の で は な い 。  

⑤   維 持 管 理 ・ 運 営 業 務 を 担 当 す る 者 は 次 の 要 件 を 満 た

す こ と 。  

(ア )  平 成 16・ 17・ 18年 度 一 般 競 争（ 指 名 競 争 ）参 加 資 格

（ 全 省 庁 統 一 資 格 ）審 査 に お い て 、資 格 の 種 類 が「 役

務 の 提 供 等 」、競 争 参 加 地 域 が「 近 畿 」、等 級 が「 A」、

「 B」 又 は 「 C」 等 級 に 格 付 け さ れ て い る こ と 。  

(イ )  維 持 管 理・運 営 業 務 を 実 施 す る に あ た っ て 、必 要 な

資 格 （ 許 可 ・ 登 録 ・ 認 定 な ど ） を 有 す る こ と 。  

(ウ )  維 持 管 理・運 営 業 務 を 複 数 の 者 が 分 担 し て 行 う 場 合

に あ っ て は 、い ず れ の 者 も 上 記 要 件 を 満 た し て い る こ

と 。  

(エ )  訓 練 機 器 に 係 る 維 持 管 理 業 務 は 、上 記 ④ の（ ア ）を

担 当 し た 者 と す る 。  

３  入 札 手 続 等  



( 1 )  担 当 部 局  

〒 100 8 9 1 8  東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 2丁 目 1番 3号（ 郵 便 番 号

100- 8 9 1 8）  

国 土 交 通 省 航 空 局 監 理 部 予 算 ・ 管 財 室  契 約 係  

電 話 03-5 2 5 3 - 8 1 1 1   内 線 486 5 4  平 田 良 二  

Ｕ Ｒ Ｌ  ht t p : / / m l i t . g o . j p / k o k u / 0 4 _ o u t l i n e / 0 8 _ s h i n g i

k a i / 1 2 _ h o a n d a i _ i t e n / j i g y o u . h t m l  

( 2 )  入 札 説 明 書 の 交 付 期 間 、 場 所 及 び 方 法  

平 成 1 7年 9月 2 9日 か ら 平 成 1 7年 1 2月 9日 ま で 上 記 Ｕ Ｒ Ｌ

に て 交 付 す る 。な お 、一 部 の 資 料 は ホ ー ム ペ ー ジ に は 掲 載

せ ず 、 貸 与 す る 。 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

( 3 )  入 札 参 加 表 明 書 、競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書（ 以 下「 申 請

書 」と い う ）及 び 資 格 確 認 資 料 の 提 出 期 間 、場 所 及 び 方 法  

平 成 17年 12月 5日 か ら 平 成 17年 12月 9日 ま で 。10時 00分 か

ら 17時 00分 ま で 。 上 記 3(1 )に 持 参 す る こ と 。  

( 4 )  入 札 書 及 び 提 案 資 料 の 提 出 日 、 場 所 及 び 提 出 方 法  

平 成 18年 1月 13日（ 金 ）14時 00分 (た だ し 、郵 便 に よ る 入

札 書 及 び 提 案 資 料 の 受 領 期 限 は 、 平 成 17年 1月 12日 （ 木 ) 

1 7時 00分 ) 〒 10 0 - 8 9 1 8  東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 2-1 - 2  国 土

交 通 省 航 空 局 入 札 室（ た だ し 、郵 便 に よ る 入 札 書 及 び 提 案

資 料 の 提 出 場 所 は 、上 記 3(1)に 同 じ 。) 持 参 又 は 郵 送（ 書

留 郵 便 に 限 る ） す る こ と 。  



( 5 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  

平 成 18年 1月 16日 （ 月 ） 14時 00分 上 記 (4)に 同 じ 。  

４  そ の 他  

( 1 )  手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。  

( 2 )  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

①  入 札 保 証 金 免 除 。  

②  契 約 保 証 金 免 除 。た だ し 、PFI事 業 者 は 建 設 工 事 の 履 行

を 確 保 す る た め 、 契 約 締 結 後 速 や か に 工 事 着 工 日 か ら 施

設 引 渡 日 ま で を 期 間 と し て 建 設 工 事 に 相 当 す る 金 額 設 計

費 を 含 む 100分 の 10以 上 に つ い て 、支 出 負 担 行 為 担 当 官 国

土 交 通 省 航 空 局 長 又 は P F I事 業 者 を 被 保 険 者 と す る 履 行

保 証 保 険 契 約 を 締 結 し 、 当 該 履 行 保 証 保 険 契 約 に 係 る 保

険 証 券 を 支 出 負 担 行 為 担 当 官 国 土 交 通 省 航 空 局 長 に 提 出

す る こ と 。な お 、PFI事 業 者 を 被 保 険 者 と す る 履 行 保 証 保

険 契 約 が 建 設 企 業 に よ っ て 締 結 さ れ る 場 合 は P F I事 業 者

の 負 担 に よ り そ の 保 険 金 請 求 権 に 、 事 業 契 約 に 定 め る 違

約 金 支 払 債 務 を 被 担 保 債 務 と す る 質 権 を 支 出 負 担 行 為 担

当 官 国 土 交 通 省 航 空 局 長 の た め に 設 定 す る も の と す る 。  

( 3 )  入 札 の 無 効  

本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の し た 入 札 、申 請

書 又 は 資 料 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の し た 入 札 及 び 入 札 に



関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。  

( 4 )  落 札 者 の 決 定 方 法  

予 決 令 第 7 9条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の

制 限 の 範 囲 内 で 、入 札 説 明 書 で 指 定 す る 性 能 等 の 要 求 水 準

を 満 た し て い る 提 案 を し た 入 札 者 の 中 か ら 、入 札 説 明 書 で

定 め る 総 合 評 価 の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る 。  

( 5 )  手 続 に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 6 )  契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 7 )  本 事 業 に 係 る 業 務 以 外 で 、本 事 業 に 直 接 関 連 す る 業 務 に

関 す る 他 の 契 約 を 本 事 業 の 契 約 の 相 手 方 と 随 意 契 約 に よ

り 締 結 す る 予 定 の 有 無  無 。  

( 8 )  提 出 書 類 の ヒ ア リ ン グ を 行 う 場 合 が あ る 。  

( 9 )  関 連 情 報 を 入 手 す る た め の 照 会 窓 口  

上 記 3(1)に 同 じ 。  

( 1 0 )  一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 等 を 受 け て い な い 企 業 を 本 事

業 に 係 る 業 務 に 携 わ る 者 と す る 場 合 の 参 加  

上 記 2(2) 2 )① 、2(2 ) 2 )② 、2(2 )2 )③ 、2(2 ) 2 )④ 又 は 2(2 )

2 )⑤ に 掲 げ る 一 般 競 争 参 加 資 格 の 認 定 等 を 受 け て い な い

企 業 を 、 3( 3 )に 掲 げ る 入 札 参 加 表 明 書 に お い て 、 本 事 業

に 係 る 業 務 に 携 わ る 者 と し て 明 ら か に す る 者 も 上 記 3( 3 )

に よ り 入 札 参 加 表 明 書 申 請 書 及 び 資 格 確 認 資 料 を 提 出 す

る こ と が で き る が 競 争 に 参 加 す る た め に は 、 開 札 の 時 に



お い て 当 該 企 業 が 資 格 の 認 定 等 を 受 け 、 か つ 、 入 札 参 加

者 が 競 争 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け て い な け れ ば な ら な い 。  

( 1 1 )  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

５ ． Ｓ ｕ ｍ ｍ ａ ｒ ｙ  
（１）  Official in charge of disbursement of the procuring entity : 

IWASAKI TEIJI, Director-General of the Civil Aviation Bureau, 

Ministry of Land, Infrastructure and Transport. 

（２） Classification of the products to be procured: 15, 27, 41, 42, 71, 75 

（３）Subject matter of the contract : PFI-based design, construction and 

maintenance of the building for Aeronautical Safety 

College .(BTO-scheme) Nature and quantity of the products to be 

purchased: PFI-based design, 

① Training System for  Aerodrome Air Traffic Controller  1set 

② Training System for  Approach and Rader Air-Traffic Controller  

1set 

③ Air Traffic Scenario Generating Equipment for the Training System  

1set 

④ Voice Communication Simulator between ATC and Airman  1set 

⑤ Training System for Air Traffic Flight Information Officer  1set 

⑥ Training System for Aeronautical Navigation Aids Engineer  1set 

⑦ Training System for Surveillance Radar System Engineer  1set 

⑧ Training System for Aeronautical Communication System Engineer  

1set 

⑨ Training System for Aeronautical Lights and Power Supply System 



Engineer  1set 

(BTO-scheme) 

（４） Time-limit for the Submission of Comments: 2:00 P.M January 13, 

2006. 

（５） Contact point for the notice: HIRATA  RYOJI Contract section, 

Budget and Property Administration Office, Administration Department, 

Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infra-structure and Transport, 

2-1-3 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokyo 100-8918 Japan. 

TEL 03-5253-8111(Ext.48654) 

 

 


